
基 本 理 念

機能及び取組

『障害児・者や高齢者等が地域で安心して生活できる共生社会の実現』

○ 総合的なリハビリテーションの拠点として、先進的リハビリテーションの取組やモデル事業の
実施、 リハビリテーションに携わる医師や専門職などの人材育成により、府内のリハビリテー
ション機能を向上する。

○ 誰もが地域で安心して生活できるよう支援体制を構築し、施設入所者の地域移行を促進
する。

（１）府内全域のリハビリテーションの推進

（２）高齢者・障害者等施設機能の強化

（３）施設間連携強化による専門性の向上・サービス提供体制の充実

（４）施策効果の府域全体への波及・横展開の促進

（１）府内全域のリハビリテーションの推進
① 先進的なリハビリテーションの提供
・附属リハ病院の診療体制の充実・確保
・磁気刺激装置等による先進的なリハビリテーションの実施
・高次脳機能障害外来の設置
・補装具製作や障害者スポーツの医科学サポートの実施
・リハビリ総合相談コーディネーターの設置
・最新の介護機器・福祉用具等の展示

② リハビリテーション人材の育成
・リハビリテーション専門職等に対する卒後教育
（先進リハビリテーションなどの課題別研修、拠点内の福祉施設での受入による実地
研修等）
・医療・介護・福祉の連携促進（多職種連携のための事例検討会の開催等）

・市町村の介護予防事業や地域ケア会議等へ参画できるリハビリテーション専門職の
養成

拠点で整備すべき機能の方向性及び視点
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機能及び取組

（３）施設間連携強化による専門性の向上・サービス提供体制の充実
・附属リハ病院、高齢者・障害者等施設の一体化整備により、医療・福祉・介護の連結
による切れ目ないサービス提供を実施
・各施設への医療的介入体制の確保
・各施設・部門の機能関連性・連携を踏まえた配置での動線短縮による作業効率化
・各施設間の専門職員同士の連携による人的資源の効率化、専門性の向上

（４）施策効果の府域全体への波及・横展開の促進
・リハビリテーション人材の研修等はオンラインの活用等により府域全体を対象に展開
・拠点内で行う先進的な取組、モデル事業、入所者の処遇改善事例、地域移行に
関する好事例等は府内関係機関と共有し府内全体の医療・介護・福祉の向上を図る

（２）高齢者・障害者等施設機能の強化
①入所者対応の充実
・入所施設の個室化、バリアフリー化、感染症対策の強化
・AI、ICT等の先進技術を活用したサービス提供
・附属リハ病院による医療的支援の強化、リハビリテーションの提供

②入所者の地域移行、社会復帰・社会参加の促進
・生活訓練事業所や相談支援事業所による地域移行支援（障害者施設）
・体育館でのスポーツ活動
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医学リハビリテーション 人材育成・研修

病気やケガによって生じた障害を医学
的知識や方法によって除去、軽減する

〇 心身障害者福祉センター
附属リハビリテーション病院

リハビリテーション専門職等に対する卒
後教育や医療・介護・福祉の連携促進
のための研修等を行う

社会リハビリテーション 福祉施設

家庭での暮らしや社会生活を実現して
いく働きかけを行う

〇 生活訓練事業所 ひまわり
〇 居宅生活訓練事業（救護施設）
〇 体育館
（サン・アビリティーズ城陽）

障害や経済的な問題を含めて、地域で
生活するのが困難な方が健康で安心し
て生活する施設を設置する

〇 障害者支援施設 あしはらの丘
〇 洛南寮 養護老人ホーム
〇 洛南寮 救護施設

職業リハビリテーション 地域移行支援

就労年齢にある人に働く場所を提供し、
職能教育・訓練等を行う

〇 認定就労訓練（救護施設）

地域で安心して暮らし続けるため、地域
移行・自立支援に向けた相談支援等を
行う

〇 リハビリ総合相談コーディネーター
〇 介護機器等の展示
〇 相談支援事業所TOMO
〇 補装具製作

総合リハビリテーション支援拠点施設整備（イメージ）
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